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原池公園内広告掲載事業実施要領 

 

1 設置場所：原池公園体育館、原池公園野球場、原池公園スケートボードパーク  

 ◇垂れ幕・・・施設の構造を活用してロープ及びワイヤー等で簡易に固定できる懸垂幕・横断幕。 

◇ポスター・・・壁面や柱などに掲示するための宣伝用貼り紙。 

◇置き看板・・・木、プラスチック及び金属等を用いて作成されたもので、基礎部分を固定する

ことなく自立する A型看板など。（原則として高さは 1ｍ以内とする） 

◇壁面看板・・・木、プラスチック及び金属等を用いて作成されたもので壁面等に設置するもの。 

◇デジタルサイネージ・・・自立式または壁掛けの液晶ディスプレイに動画、音声等を表示する

もの。 

◇床面広告・・・屋外施設に接着することができる専用のフィルム等で防滑性に優れたもの。 

※それぞれ設置できる大きさ及び荷重については、市と協議を行い施設利用者の安全及び施設構

造への負担等の観点から判断する。 

◇その他、音声による広告、野球場のタグアウト、観客席、ラバーフェンス等 

 

2 使用条件 

①広告の募集及び選定は公平に行うこと。 

②広告掲載内容は堺市広告掲載基準に定めるとおりとする。 

③広告掲載場所は上記を参考に設置すること。 

④広告掲載料の設定は、一般市場価格を参考に定めること。 

⑤広告の設置について、事前に市の承認を得ること。 

⑥動画及び音声による広告を設置する場合は、音量等を調整し、周囲の迷惑にならないよう十分

に配慮すること。 

⑦スケートボードパークは床面のみ広告掲載できることとし、同パーク利用者以外に広告しない

こと。 

⑧堺市公園条例に基づき、公園使用料１㎡あたり 1３０円／月を納付すること。 

⑨体育館、野球場、スケートボードパークの施設利用者にのみ広告できるものであり、園地部分や駐

車場、野球場の壁面等を利用し、公園利用者に対する広告は掲載できません。 

 

3 経費負担 

  設置運営経費 

看板広告の設置、維持管理及び撤去に係る費用、使用部分の維持管理に伴う経費、その他事

業運営に係る一切の経費は指定管理者の負担とする。 

 

4 維持管理責任 

  看板広告の設置にあたっては、次のことを遵守すること。 

  ①広告の問い合わせ、苦情については、指定管理者の責任において対応すること。 
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  ②関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅

滞なく手続きを行うこと。 

  ③設置については、落下等の事故防止措置を講ずるとともに、利用者の安全確保のため、設置

状況を点検し安全確認をすること。 

  ④看板に異常があった場合は、撤去など利用者の安全確保を重視して、適切かつ迅速に対応す

ること。 

  ⑤事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合には、すべて指定管理者の責任と負担において

対処するとともに、直ちに本市に報告すること。 

 

5 原状回復 

指定期間が満了したとき、または使用許可が取り消されたときは、自らの費用で、本市の指定

する期日までに使用物件（備品）を速やかに原状に回復すること。 

 

6 損害賠償 

指定管理者は、その責に帰すべき理由により、使用物件の全部または一部を滅失、または棄損

したときは、当該滅失または棄損による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払

わなくてはならない。ただし、使用物件を原状に回復した場合は、この限りではない。 

また、定める義務を履行しないために本市に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額

を損害賠償として支払わなくてはならない。 


